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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材の少なくとも一部に光反射領域を有し、前記光反射領域の上に、光透過性を有する蒲
鉾状要素が一定のピッチで複数配置されて成る蒲鉾状要素群が形成され、正反射光下で前
記蒲鉾状要素群とは異なる色彩を有し、基画像が分割及び／又は圧縮された潜像要素が複
数配置されて成る潜像要素群が、前記蒲鉾状要素群の上の少なくとも一部に重なって形成
され、正反射光下の観察において前記基材に対する観察角度を変化させると、潜像画像が
変化して視認される潜像印刷物であって、前記光反射領域が、明暗フリップフロップ性又
はカラーフリップフロップ性の少なくともいずれか一方の特性を有し、入射角１０°～６
０°におけるＣＩＥ（１９７６）の正反射光の明度（Ｌ＊）が４００以上であり、かつ、
金属反射特性を有することを特徴とする潜像印刷物。
【請求項２】
前記光反射領域が、前記基材に積層された光反射層によって構成されることを特徴とする
請求項１記載の潜像印刷物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偽造防止効果を必要とするセキュリティ印刷物である銀行券、パスポ－ト、
有価証券、身分証明書、カ－ド及び通行券等の貴重印刷物の分野において、正反射光下で
画像が変化する潜像印刷物に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　複数の画像が切り替わる画像のチェンジ効果や、画像が動いて見える動画効果は、人目
を惹きやすく、偽造することが困難であることから、近年、セキュリティ印刷物の真偽判
別要素として多く用いられる傾向にある。このチェンジ効果を備えた代表的な技術は、ホ
ログラムであり、銀行券やパスポート等の高度なセキュリティが要求されるセキュリティ
印刷物にも貼付されて広く用いられている。
【０００３】
　一方、ホログラム以外にも、パララックスバリアやレンチキュラー等の公知技術のよう
に、複数の画像が切り替わるチェンジ効果を備えた真偽判別要素も、すでに存在している
。
【０００４】
　しかし、ホログラムは、銀行券を代表とする各種セキュリティ印刷物に用いられている
ものの、一般的な印刷物と比較すると、製造工程の複雑さと高い製造コストに大きな問題
がある。パララックスバリアやレンチキュラーを用いた真偽判別要素は、クリア層かレン
ズが必要となることから、基材が、ほぼプラスティックに限定される上、印刷物には、一
定の厚み（少なくとも１５０μｍ程度）が必要となり、厚さに制限のある印刷物には用い
ることができず、一定の厚みが許されるプラスティック製カード以外には採用されない傾
向にある。
【０００５】
　前述の課題を解決するため、一般的で、かつ、比較的安価な材料及び簡単な印刷手段を
使用していながら、正反射光下の特定の観察角度において、印刷物中の特定部位における
人の目に認識される情報が、正反射光下で観察角度を変化させることによって、全く別の
情報にチェンジするものや、出現した画像が動いて見える光学的変化技術に係る発明が出
願されている（例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４及び特許文献
５参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４６８２２８３号公報
【特許文献２】特許第４６６０７７５号公報
【特許文献３】特許第４８４４８９４号公報
【特許文献４】特許第５１３１７８９号公報
【特許文献５】特許第５２００２８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１から特許文献５までの従来の技術は、いずれも蒲鉾状の盛り上がりを有する
蒲鉾状要素を複数配置して形成した画像の上に、潜像要素を配置して形成した複数の画像
を含んだ潜像要素群を重ね合わせて形成する技術であって、正反射光下で潜像要素群に含
まれる複数の画像が出現し、観察角度を変化させることで異なる画像へとチェンジする効
果や、出現した画像が動いて見える動画効果を有する技術である。これらの技術は、それ
ぞれの蒲鉾状要素に要求される光学特性として、光が入射した場合に強い正反射光を生じ
、明度が変化する明暗フリップフロップ性、もしくは色相が変化するカラーフリップフロ
ップ性が必須であった。高い明暗フリップフロップ性やカラーフリップフロップ性を得る
方法としては、それらの特性を有した金属顔料やパール顔料等の特殊な機能性材料をイン
キ中に配合する方法が一般的である。
【０００８】
　しかし、従来の技術のように盛り上がりを有して厚みのある蒲鉾状要素を、このような
特殊なインキを用いて形成した場合、厚みのあるインキ皮膜の中で機能性材料がランダム
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な方向に配向し、入射した光を様々な方向に反射してしまうため、高い明暗フリップフロ
ップ性やカラーフリップフロップ性を得ることが難しいという問題があった。これらの光
学特性を満たせなかった場合、出現する潜像画像の視認性が大きく低下することとなる。
【０００９】
　さらに、特許文献１から特許文献５までの従来の技術は、いずれも正反射光下で、潜像
画像が視認される技術であり、光源と印刷物の位置関係により、潜像画像を視認できる領
域が決定されるため、観察環境に大きく依存するという問題があった。ここで、光源と印
刷物の位置関係が潜像画像の視認性に影響することについて、図１６を用いて説明する。
【００１０】
　図１６は、従来の潜像印刷物（１００）において、基材（２）の上に蒲鉾状要素（６）
が形成された状態を示している。従来用いられていた材料で蒲鉾状要素（６）を形成する
場合、蒲鉾状要素（６）の光の反射強度は、光の入射角により変化し、図１６に示すよう
に、基材（２）に対して並行に近いところに位置する光源（１１ａ）と観察点（１２ａ）
の場合、強い光の反射が得られ、垂直に近いところに位置する光源（１１ｂ）と観察点（
１２ｂ）の場合、光の反射は弱くなる。これは、蒲鉾状要素（６）に対して光の入射角が
垂直に近いほど、蒲鉾状要素（６）を透過する光の直進性が高くなり、蒲鉾状要素（６）
を透過した光が基材（２）に吸収されるか又は基材（２）を透過してしまうためであると
考えられる。このように、並行に近い場合に、強い光の反射が得られるので、潜像画像の
視認性の良い条件とするために光源に対する潜像印刷物の角度を調整する必要があった。
【００１１】
　また、仮に、潜像画像の視認性の良い条件が見つかったとしても、光源の光量が少ない
と、潜像画像の視認性が低下するという問題があった。特許文献１から特許文献５までの
潜像印刷物は、光源の光量が高いほど、潜像画像の視認性も高くなるが、貴重印刷物を携
帯する環境において必ずしも、十分な光源があるとは限らないため、限られた照明環境の
下で、潜像画像の視認性を向上させることが望まれていた。
【００１２】
　本発明は、上記課題の解決を目的とするものであり、光源と印刷物の位置関係が潜像画
像の視認性に依存することなく、潜像印刷物を観察する際に存在する限られた光源の光量
の中で、潜像画像の視認性を向上させた潜像印刷物を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の潜像印刷物は、基材の少なくとも一部に光反射領域を有し、光反射領域の上に
、光透過性を有する蒲鉾状要素が一定のピッチで複数配置されて成る蒲鉾状要素群が形成
され、正反射光下で蒲鉾状要素群とは異なる色彩を有し、基画像が分割及び／又は圧縮さ
れた潜像要素が複数配置されて成る潜像要素群が、蒲鉾状要素群の上の少なくとも一部に
重なって形成され、正反射光下の観察において基材に対する観察角度を変化させると、潜
像画像が変化して視認される潜像印刷物であって、光反射領域が、明暗フリップフロップ
性又はカラーフリップフロップ性の少なくともいずれか一方の特性を有し、入射角１０°
～６０°におけるＣＩＥ（１９７６）の正反射光の明度（Ｌ＊）が４００以上であり、か
つ、金属反射特性を有することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の潜像印刷物は、光反射領域が、基材に積層された光反射層によって構成
されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の潜像印刷物は、光反射領域が備える光反射特性により、光源と印刷物の位置関
係が潜像画像の視認性に依存することなく、潜像印刷物を観察する際に存在する限られた
光源の光量の中で、潜像画像の視認性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
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【図１】（ａ）は、本発明における潜像印刷物の正面図を示し、（ｂ）は、側面図を示す
。
【図２】本発明の蒲鉾状要素群を示す。
【図３】本発明の潜像要素群を示す。
【図４】本発明の潜像印刷物の効果を示す。
【図５】本発明の潜像印刷物の効果を示す。
【図６】本発明の光反射領域の効果を示す。
【図７】本発明の基材及び光反射領域の光の反射を示す。
【図８】潜像要素群の他の構成を示す。
【図９】蒲鉾状要素群と潜像要素群の配置を示す。
【図１０】潜像印刷物の効果を示す。
【図１１】潜像要素群の他の構成を示す。
【図１２】蒲鉾状要素群の他の構成を示す。
【図１３】潜像印刷物の効果を示す。
【図１４】本発明の基材及び光反射領域の明度（Ｌ＊）を示す。
【図１５】本発明の蒲鉾状要素の明度（Ｌ＊）示す。
【図１６】従来の潜像印刷物において、観察環境による潜像画像の視認性への影響を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明を実施するための形態について、図面を参照して説明する。しかしながら、本発
明は、以下に述べる実施するための形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲記載
における技術的思想の範囲内であれば、その他のいろいろな実施の形態が含まれる。
【００１８】
　図１に、本発明における、潜像印刷物（１）を示す。図１（ａ）に示すのは、潜像印刷
物（１）の正面図であり、図１（ｂ）に示すのは、潜像印刷物（１）のＡＡ´ラインにお
ける側面図である。
【００１９】
　図１に示すように、潜像印刷物（１）は、基材（２）の上に光反射領域（３）を有し、
その上に蒲鉾状要素群（４）が重なり、蒲鉾状要素群（４）の上に潜像要素群（５）が重
ね合わさって成る。図１（ｂ）は、光反射領域（３）が、基材（２）の上に形成した光反
射層（３Ａ）によって構成される例であるが、基材（２）自体が光反射性を備える場合は
、基材（２）自体をそのまま光反射領域（３）として用いることもできる。本発明の技術
の対象とする貴重印刷物は、凹版、地紋、微小文字、光学的変化インキ等の他の印刷が施
される場合があり、その場合、他の印刷模様の視認性に影響しないように、基材（２）の
一部に光反射層（３Ａ）を形成することが好ましい。
【００２０】
　本発明において、基材（２）は、後述する手段によって、光反射層（３Ａ）、蒲鉾状要
素群（４）及び潜像要素群（５）が形成可能な平面を備えていれば良く、紙、プラスティ
ック、金属等であっても良く、色、材質及び大きさは自由に選択できる。
【００２１】
（光反射領域）
　本発明において、光反射領域（３）は、正反射時に強く光を反射して明度が上がる、い
わゆる明暗フリップフロップ性と金属反射特性を備える必要があり、その色相は自由に選
択できる。本発明における光反射領域（３）の作用の詳細については、後述するが、光反
射領域（３）が備える明暗フリップフロップ性によって、正反射時に明度が高くなること
で、潜像画像の視認性を向上させている。具体的に光反射領域（３）の正反射時の明度（
Ｌ＊）は、入射角１０°～６０°において、４００以上であり、その理由は、特許文献１
から特許文献５のような従来技術に対して、潜像画像の視認性が高くなるための条件であ
り、詳細については、実施例で説明する。なお、本発明において、「正反射の明度（Ｌ＊
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）」とは、印刷領域に対して垂直方向を０°として、光源からの光の入射角が１０°～６
０°の範囲において、その角度と印刷領域に対して垂直方向を中心として逆方向の同じ角
度に反射した光を観測した値を、ＣＩＥ（１９７６）のＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の明度（Ｌ＊
）で示した値である。
【００２２】
　また、光反射領域（３）が備える金属反射特性とは、光源から入射する光の角度と逆の
同じ角度に光を反射する、所謂、鏡面反射性と、光反射領域（３）が、後述する金属材料
によって形成されることで、光反射領域（３）に入射する光に対して、反射する光の明度
の変化が少ない特性を有しており、明度の変化の詳細については、実施例で説明する。ま
た、上記特性に加えて、色相も変化するカラーフリップフロップ性を備えている場合には
、潜像の視認性が高まるとともに、潜像に豊かな色彩を付与できる。
【００２３】
　上記の光反射領域（３）の機能を備えた材料としては、例えば、金、銀、アルミ等の金
属箔、金属フィルム、金属テープや、金属顔料塗料、金属顔料インキ等が挙げられる。ま
た、塗料やインキ等に使用される金属顔料としては、金属自体を用いた顔料や、金属を基
材とした顔料、金属を被覆した顔料も含まれる。
【００２４】
　図２に、蒲鉾状要素群（４）の具体的な構成について示す。蒲鉾状要素群（４）は、一
定の幅（Ｗ１）を有する蒲鉾状要素（６）が、第一の方向（図中Ｓ１方向）に特定のピッ
チ（Ｐ１）で万線状に配置されて成る。また、蒲鉾状要素（６）は、図２の断面図に示す
ように、断面が蒲鉾状の形状を有している。なお、本発明において、万線状とは、複数の
直線状の要素が規則的に所定のピッチで配列されている状態をいう。
【００２５】
　蒲鉾状要素群（４）を形成する材料は、光を透過する特性を有する必要があり、少なく
とも光をすべて吸収又は反射する構造としてはならない。これは、蒲鉾状要素群（４）を
透過した光が、光反射領域（３）によって反射されることで、潜像画像の視認性を向上さ
せるために必要な特性である。このため、透明な印刷用インキや樹脂を用いるのが好まし
いが、光を透過すれば、着色顔料が配合されたインキを用いて形成しても良い。
【００２６】
　以上のような構成の蒲鉾状要素群（４）を、盛り上がりのある印刷画線が作製できる印
刷方式によって形成する。正反射光下で出現する潜像に一定の視認性を確保するためには
、蒲鉾状要素（６）の高さは、少なくとも１μｍ以上必要であり、３μｍ以上あることが
望ましい。盛り上がりのある印刷画線を作製できるという観点から、スクリーン印刷や凹
版印刷等で形成することが望ましいが、グラビア印刷やフレキソ印刷、凸版印刷、ＩＪＰ
等であっても、潜像画像が視認できる程度の高さを有する画線を形成することは可能であ
る。また、盛り上がりの高さの上限に関しては、特に制限はないが、大量に積載した場合
の安定性や耐摩擦性、流通適性等を考慮して１ｍｍ以下が望ましい。
【００２７】
　図３に潜像要素群（５）を示す。図３に示す潜像要素群（５）は、特許第５２００２８
４号公報記載の方法により作成される例について説明するが、本発明における潜像要素群
（５）の構成は、図３に示す例に限定されるものではなく、他の潜像要素群（５）の構成
については、後述する。
【００２８】
　図３に示す潜像要素群（５）は、特定の有意情報を表す基画像（７）に特定の高さ（Ｈ
）と幅（Ｗ２）の大きさのフレーム（８）を当てはめることで基画像（７）を分割し、分
割された基画像（７）をそれぞれ取り出して、第一の方向（図中Ｓ１方向）に、特定の圧
縮率で特定の幅（Ｗ３）に圧縮した潜像要素（９）の集合から成る。また、図３の拡大図
に示すように、隣り合う潜像要素（９ａ）と潜像要素（９ｂ）とは、基画像（７）に対し
て、当てはめたフレーム（８）を、互いに１ピッチ（Ｐ１）だけ第一の方向（Ｓ１）にず
らして取り出したものを圧縮するため、わずかながら画像が異なる。各潜像要素（９、９
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ａ、９ｂ）は、蒲鉾状要素を配置したピッチ（Ｐ１）と等しいピッチ（Ｐ２）で第一の方
向（図中Ｓ１方向）に連続して配置することで、潜像要素群（５）が形成されて成る。
【００２９】
　また、蒲鉾状要素群（４）と潜像要素群（５）の重ね合わせの位置関係は、各潜像要素
（９）の少なくとも一部が蒲鉾状要素（６）と重なり合っている必要がある。
【００３０】
　それぞれの潜像要素（９）は、盛り上がりが必須ではなく、如何なる印刷方式で形成し
ても良い。生産性を考えれば、オフセットインキを使用して、オフセット印刷で形成する
ことが最も好ましい。正反射光下で潜像要素群（５）中の情報の一部を可視化するために
、潜像要素（９）は、蒲鉾状要素（６）の正反射時の色彩と異なっている必要がある。ま
た、潜像要素（９）に高い光遮断性を付与した場合、潜像要素（９）が、蒲鉾状要素（６
）の下にある光反射領域（３）から反射する光を抑制する効果が高くなるため、正反射光
下で生じる蒲鉾状要素（６）と潜像要素（９）の明度差が大きくなり、潜像画像が現す有
意情報の視認性がより高くなる。そのため、潜像画像の視認性をより高めたい場合には、
潜像要素群（５）を印刷する印刷インキに二酸化チタンや酸化アルミのような光遮断性の
高い機能性材料を配合すれば良い。
【００３１】
　また、潜像要素群（５）を拡散反射光下では不可視としたい場合には、潜像要素（９）
を蒲鉾状要素群（４）の色彩と同じ色彩とするか、無色透明または半透明に形成すれば良
い。
【００３２】
　また、潜像要素（９）は、インキによって形成するだけでなく、蒲鉾状要素（６）を切
削することにより形成することもできる。このような切削は、レーザー加工機を用いるこ
とで容易に実施することができる。レーザーが照射された蒲鉾状要素（６）は、表面の平
滑性が失われ、光反射領域（３）から反射される光の多くが、蒲鉾状要素（６）の表面で
散乱されるため、多くの場合、蒲鉾状要素（６）の明暗フリップフロップ性が失われるか
、大きく低下する。そのため、本発明で潜像要素（９）を構成するのに必要とする特性を
付与することができる。このように、レーザー加工機を用いる場合は、一枚一枚異なる情
報を与える可変情報を容易に付与できるという特徴がある。また、潜像要素（９）を可変
情報として付与する別の方法としては、プリンタを用いる方法がある。
【００３３】
　以上の構造を有する本発明の潜像印刷物（１）の効果について、図４及び図５を用いて
説明する。図４に示すように、本発明の潜像印刷物（１）を拡散反射光下で観察した場合
、潜像要素群（５）は、特定の色彩で視認されるか、あるいは不可視である。図５（ａ）
に示すように、本発明の潜像印刷物（１）を正反射光下で観察した場合、ある特定の観察
角度において、潜像印刷物（１）の中に構成された潜像画像（１０）が出現する。図５（
ｂ）及び図５（ｃ）に示すように、本発明の潜像印刷物（１）を正反射光下で観察し、そ
の観察角度を変化させることで、出現した潜像画像（１０）の位相が第一の方向（図中Ｓ
１方向）に変化して見える、いわゆる動画効果が生じる。
【００３４】
　以上の効果が生じる原理について説明する。まず、拡散反射光下で潜像要素群（５）が
そのまま視認されるか、あるいは不可視となる効果が生じる原理について説明する。拡散
反射光下において、光反射領域（３）が強い正反射光を発することがないことから、潜像
要素群（５）が、実体色を有するインキで形成されていれば、インキの色彩でそのまま視
認され、透明または半透明のインキで形成されていれば、不可視である。よって、拡散反
射光下で潜像要素群（５）は、特定の色彩で視認されるか、あるいは不可視である。
【００３５】
　次に、正反射光下のある特定の観察角度において、潜像画像（１０）が出現し、観察角
度を変化させることで動画効果が生じる原理について図６を用いて説明する。
【００３６】
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　図６（ａ）は、蒲鉾状要素（６）内部に入射した光（１４）が光反射領域（３）で正反
射され、蒲鉾状要素（６）を透過した状態を示し、図６（ｂ）は、蒲鉾状要素（６）に入
射した光（１４）が光反射領域（３）で正反射され、蒲鉾状要素（６）及び潜像要素（９
）を透過した状態を示す。図６（ａ）に示すように、光源（１１）から照射された光のう
ち、蒲鉾状要素（６）の表面の角度と直角に近い入射角を成す光（１３ａ）は、蒲鉾状要
素（６）内部に入射し、それ以外の入射角の光（１３ｂ）は、蒲鉾状要素（６）の表面で
反射して散乱光となり、蒲鉾状要素（６）内部に入射できない。このように光源（１１）
から照射された光のうち、蒲鉾状要素（６）内部に入射できる光は、特定の入射角の光に
制限される。
【００３７】
　図６（ａ）のように、蒲鉾状要素（６）内部に入射した光（１４）が光反射領域（３）
で反射した場合、入射した光の角度と逆の同じ角度に対して極めて強い正反射光（１５）
を生じ、蒲鉾状要素（６）からの透過光（１６ａ）となる。一方、図６（ｂ）のように、
光反射領域（３）からの正反射光（１５）が蒲鉾状要素（６）及び潜像要素（９）を透過
した場合、蒲鉾状要素（６）及び潜像要素（９）からの透過光（１６ｂ）となる。図６（
ｂ）の透過光（１６ｂ）の光量は、潜像要素（９）によって光の減衰が生じるために、図
６（ａ）の透過光（１６ａ）よりも弱い光となる。以上のように、正反射光下では、潜像
要素（９）の有無によって、透過光（１６ａ及び１６ｂ）の光量が大きく変化するという
現象が起こり、潜像要素（９）が可視化され、結果として潜像画像（１０）として有意情
報が可視化される。
【００３８】
　また、光源（１１）に対する潜像印刷物（１）の角度を変化させると、蒲鉾状要素（６
）の内部に入射する光の入射角度も変化し、それに伴って光反射領域（３）上での光の反
射角度が変化することから、蒲鉾状要素（６）から透過する光の位置も変化する。蒲鉾状
要素（６）は、一定のピッチ（Ｐ１）で繰り返し配置されていることから、透過光は、一
定のピッチ（Ｐ１）の周期をもって生じる。
【００３９】
　蒲鉾状要素群（４）には、一定のピッチ（Ｐ１）の周期で光を強く透過する領域がある
ため、潜像要素群（５）も一定のピッチの周期で可視化される。潜像要素群（５）は、基
画像（７）から一定のピッチずつ位相をずらして取り出した画像を、一定の割合で圧縮し
て一定のピッチ（Ｐ２）で規則的に配置して形成しているため、潜像要素（９）を一定の
ピッチの周期でサンプリングした場合には、いずれの位相でサンプリングしたとしても基
画像と同じ潜像画像（１０）が再現される。そのため、観察者の視点が動いたり、潜像印
刷物（１）を傾けたりした場合には、光が入射する角度が変化するために、蒲鉾状要素（
６）から光を透過する領域も移動し、それに伴って潜像要素（９）がサンプリングされる
領域も移動することで、観察者には出現した潜像画像（１０）が動いて見える。
【００４０】
　なお、本発明における正反射とは、物質にある入射角で光が入射した場合に、入射した
光の角度と逆方向の同じ角度に強い反射光が生じる現象を指し、拡散反射とは、物質にあ
る入射角度で光が入射した場合に、入射した光の角度と異なる角度に弱い反射光が生じる
現象を指す。正反射光下で観察するとは、印刷物に入射した光の角度と略等しい反射角度
に視点をおいて観察する状態を指し、拡散反射光下で観察するとは、印刷物に入射した光
の角度と大きく異なる角度で観察する状態を指す。
【００４１】
　次に、本発明の潜像印刷物（１）の、潜像画像の視認性に対する環境依存性について、
光反射領域（３）の効果を、図７を用いて説明する。図７（ａ）は、本発明の光反射領域
（３）を有さない従来の潜像印刷物（１００）を示している。光反射領域（３）を有さな
い基材（１）の光の反射の強度は、一般的に光の入射角に依存する。そのため、印刷物に
対して、大きな角度で入射する光（１１ａ）と小さな角度で入射する光（１１ｂ）では、
基材が反射する光の強度は異なり、印刷物に対して小さな角度の位置（１２ｂ）で観察す
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ると、大きな角度の位置（１２ａ）で観察するよりも、弱い反射光しか得ることができな
い。
【００４２】
　それに対して、図７（ｂ）の本発明の光反射領域（３）を有する潜像印刷物（１）では
、光反射領域（３）が金属反射特性を有することで、入射する光（１１ａ、１１ｂ）の角
度に依存することなく、蒲鉾状要素（６）内部に入射した光を反射する。そのため、印刷
物に対して大きな角度の位置（１２ａ）と小さな角度の位置（１２ｂ）のいずれで観察し
ても強い反射光を得ることができる。したがって、光反射領域（３）を有した潜像印刷物
（１）は、光反射領域を有していない潜像印刷物よりも、潜像画像の視認性が環境に依存
しなくなる。これに加えて、光反射領域（３）が正反射光下で高い明度を有することで、
潜像画像（１０）の視認性を向上させる効果も得ることができる。
【００４３】
　以上に説明した潜像印刷物（１）において、潜像要素（９）及び蒲鉾状要素（６）のい
ずれもが、直線状に配置されて動画効果が生じる形態について説明したが、曲線状や同心
円状等の様々な曲線を使用して形成しても良く、具体的には、本出願人が出願した特願２
０１３－０２３２２８号に記載されている同心円状、又は全て画線方向が連続的に変化し
、様々な画線角度を成す曲万線による構成を用いても良く、直線状に限定されることはな
い。また、画線状ではなく、画素状を使用して各要素を形成しても良く、画素状において
も、直線状のみならず、曲線状や同心円状等の様々な曲線を使用しても良い。具体的な構
成としては、特許第５２００２８４号公報に記載の構成を用いても良い。よって、本発明
の効果は、蒲鉾状要素（６）及び潜像要素（９）のいずれの形状にもこだわることなく、
光反射領域（３）、蒲鉾状要素群（４）及び潜像要素群（５）の層構成により実現される
。
【００４４】
　続いて、潜像要素群（５）の他の構成について図８を用いて説明する。図８に示す潜像
要素群（５）は、特許第４６８２２８３号公報に記載の方法により作製される例であり、
潜像要素群（５）は、第１の潜像要素群（２０）及び第２の潜像要素群（３０）を備える
。
【００４５】
　第１の潜像要素群（２０）は、一定の画線幅（Ｗ２１）の第１の潜像要素（２１）が第
１の方向（図中Ｓ１方向）に、蒲鉾状要素を配置したピッチ（Ｐ１）と等しいピッチ（Ｐ
２１）で複数配置されることでアルファベットの「Ａ」の文字を表して成る。すなわち、
図８において、第１の潜像要素（２１）の各々は、潜像画像の基となる基画像「Ａ」（図
示せず）を分割した画線に対応したものとなっている。また、第２の潜像要素群（３０）
は、一定の画線幅（Ｗ３１）の第２の潜像要素（３１）が第１の方向（図中Ｓ１方向）に
、第１の潜像要素（２１）の配置と同じピッチ（Ｐ３１）で複数配置されることでアルフ
ァベットの「Ｂ」の文字を表して成る。すなわち、図８において、第２の潜像要素（３１
）の各々は、潜像画像の基となる基画像「Ｂ」（図示せず）を分割した画線に対応したも
のとなっている。なお、第１の潜像要素の画線幅（Ｗ２１）と第２の潜像要素の画線幅（
Ｗ３１）は、同じであっても良いし、異なっても良い。
【００４６】
　第１の潜像要素群（２０）と第２の潜像要素群（３０）とは、第１の方向（図中Ｓ１方
向）に位相をずらして配置されることで、それぞれの潜像要素（２１、３１）が重なり合
うことなく配置される。
【００４７】
　図９は、第１の潜像要素（２１）、第２の潜像要素（３１）及び蒲鉾状要素（６）の重
なり合いの位置関係を示す図であり、図９（ａ）は、潜像印刷物（１）の正面図であり、
図９（ｂ）は、潜像印刷物（１）の斜視図である。図９に示す配置は、二つの潜像要素（
２１、３１）が、蒲鉾状要素（６）に完全に重なった状態を示している。これは、最も望
ましい形態であるが、それぞれの潜像要素（２１、３１）と蒲鉾状要素（６）とが、少な
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くとも一部で重なり合っていれば、本発明の効果は、発揮される。
【００４８】
　以上の構成で成る潜像要素群（５）が蒲鉾状要素群（４）の上に形成された潜像印刷物
（１）の効果は、特許第４６８２２８３号公報と同様であり、図１０に示すように、正反
射光下の特定の観察角度によって第１の潜像要素群（２０）が表すアルファベットの「Ａ
」の文字が潜像画像（１０－１）として出現する。また、図１０（ｂ）に示すように、「
Ａ」の文字が視認できる角度とは異なる特定の観察角度では、第２の潜像要素群（３０）
が表すアルファベットの「Ｂ」の文字が潜像画像（１０－２）として出現する。
【００４９】
　図８に示す潜像要素群（５）は、二つの潜像要素群（２０、３０）によって、二つの潜
像画像（１０－１、１０－２）が視認されるが、潜像画像の数は、二つに限定されるもの
ではなく、二つより多いｎ個（ｎは３以上の整数）の潜像画像を付与することができる。
すなわち、ｎ個の潜像画像を付与するのであれば、第１の潜像要素群（２０）を第１の潜
像要素（２１）で構成し、第２の潜像要素群（３０）を第２の潜像要素（３１）で構成し
、第ｎの潜像要素群を第ｎの潜像要素で構成し、それぞれの潜像要素が重ならないように
して蒲鉾状要素（６）の上に配置すれば良い。また、蒲鉾状要素（６）や潜像要素は、画
線に限定されるものではなく、画素であっても良い。これらの要素の具体的な構成につい
ては、特許第４６８２８３号公報や特許第４６６０７７５号公報等に記載の構成を用いる
ことができる。
【００５０】
　続いて、図３及び図８に示す潜像要素群（５）とは異なる他の構成について、図１１を
用いて説明する。図１１に示す潜像要素群（５）は、特許第４８４４８９４号公報に記載
の方法により作製される例であり、潜像要素群（５）は、一定の幅（Ｗ７）と一定の高さ
（Ｗ８）を有した円形状の潜像要素（９）が第１の方向（図中Ｓ１方向）に特定のピッチ
（Ｐ５）で、第２の方向（図中Ｓ２方向）に特定のピッチ（Ｐ６）で連続して配置されて
成る。
【００５１】
　図１２は、図１１に示す潜像要素群（５）に対応した蒲鉾状要素群（４）の構成を示す
図である。蒲鉾状要素群（４）は、一定の幅（Ｗ５）と一定の高さ（Ｗ６）を有した円形
状の蒲鉾状要素（６）が、第１の方向（図中Ｓ１方向）に特定のピッチ（Ｐ３）で、第２
の方向（図中Ｓ２方向）に特定のピッチ（Ｐ４）で連続して配置されて成る。
【００５２】
　この形態において、正反射光下で出現する模様は、モアレ模様であることから、第１の
方向に配置される潜像要素（９）のピッチ（Ｐ５）と蒲鉾状要素（６）のピッチ（Ｐ３）
及び第２の方向に配置される潜像要素（９）のピッチ（Ｐ６）と蒲鉾状要素（６）のピッ
チ（Ｐ４）のうち、少なくとも一方は、互いにピッチが異なる必要がある。すなわち、ピ
ッチ（Ｐ５）とピッチ（Ｐ３）の値が異なるか、ピッチ（Ｐ６）とピッチ（Ｐ４）の値が
異なるか、ピッチ（Ｐ５）とピッチ（Ｐ３）同士及びピッチ（Ｐ６）とピッチ（Ｐ４）同
士の値が異なっている必要がある。また、その値は、一方の値が、もう一方の値で割り切
れる数値であってはならない。一方の値が、もう一方の値の８０％から１２０％（１００
％を除く）程度の数値である場合、視認性が高く、動画効果も高いモアレ模様が出現する
。
【００５３】
　また、潜像要素（９）と蒲鉾状要素（６）の重ね合わせの位置関係については、各潜像
要素（９）の少なくとも一部が、蒲鉾状要素（６）と重なり合っている必要がある。
【００５４】
　以上の構成で成る潜像要素群（５）が蒲鉾状要素群（４）の上に形成された潜像印刷物
（１）の効果は、特許第４８４４８９４号公報と同様であり、図１３に示すように、正反
射光下で観察した場合、ある特定の観察角度において潜像要素（９）と蒲鉾状要素（６）
の干渉によって生じたモアレ模様が潜像画像（１０）として出現する。このとき、潜像要



(10) JP 6361977 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

素（９）と蒲鉾状要素（６）の干渉によって出現する潜像画像（１０）は、潜像要素（９
）の図柄である「円形状」が拡大された状態で視認されることから、拡大された潜像模様
（１０）の図柄を基画像（図示せず）とすると、潜像要素（９）は基画像を圧縮した構成
となっている。
【００５５】
　また、図１３（ｂ）及び図１３（ｃ）に示すように、観察角度を変化させることで、出
現したモアレ模様が第１の方向及び第２の方向に変化して見える、いわゆる動画効果が生
じる。互いにピッチが異なる万線や画素の干渉によってモアレが生じる原理については公
知であり、また、サンプリング位置が変化した場合に、モアレ模様が動いて見える原理に
ついては、特許第４８４４８９４号公報に記載の原理と同じであるため説明を省略する。
【００５６】
　図１１及び図１２に示す、潜像要素（９）及び蒲鉾状要素（６）のいずれもが画素状に
形成されて動画効果が生じる形態について説明したが、曲線状や同心円状等を使用し、さ
まざまな万線状に形成しても良い。また、単純な円形画素同士の干渉によって生じる単純
なモアレ模様が出現する形態で説明したが、特許第４８４４８９４号公報や特許第５１３
１７８９号公報に記載のモアレ拡大現象（Ｍｏｉｒｅ　Ｍａｇｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ）と
呼ばれる現象を利用して、記号や文字、数字等の有意情報自体をモアレ化しても良い。
【００５７】
　以下、前述の発明を実施するための形態に従って、具体的に作製した潜像印刷物（１）
の実施例について、図１～図５及び図１４～図１６を用いて詳細に説明するが、本発明は
、この実施例に限定されるものではない。
【００５８】
（実施例１）
　実施例１について、図１～図３及び図１４を用いて説明する。図１に実施例１の潜像印
刷物（１）を示す。潜像印刷物（１）は、基材（２）上に光反射領域（３）が形成され、
さらに蒲鉾状要素群（４）が形成され、その上に潜像画線群（５）が重ねて形成されて成
る。
【００５９】
　基材（２）には、白色コート紙（エスプリコートＦＭ、日本製紙（株））を使用し、光
反射領域（３）は、銀色アルミテープ（ＤＡＩＴＡＣ、ＤＩＣ（株））を使用し、基材(
２)に貼付けた。
【００６０】
　図２に蒲鉾状要素群（４）の具体的な構成を示す。蒲鉾状要素群（４）は、幅（Ｗ１）
０．３ｍｍ、インキ皮膜の厚さ０．０１ｍｍの蒲鉾状要素（６）が、ピッチ（Ｐ１）０．
４ｍｍで連続して第一の方向（図中Ｓ１方向）に配置される構成とした。この蒲鉾状要素
（６）は、ＵＶスクリーン印刷方式により、透明ＵＶスクリーンインキ（ＵＶＡ９１１７
、（株）セイコーアドバンス）を用いて、基材（２）上に貼付した光反射領域（３）上に
形成した。
【００６１】
　図１４に実施例１における光反射領域（３）の正反射の明度（Ｌ＊）を示す。光反射領
域（３）の明度は、変角分光光度計（ＧＣＭＳ－４、（株）村上色彩技術研究所）を使用
して測定した。測定条件は、Ｄ６５光源、１０度視野、入射角１０°～６０°として、受
光角１０°～６０°の範囲で可視光領域の分光反射率を測定し、測定した分光反射率から
Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系に基づき、正反射の明度（Ｌ＊）を算出した。図１４に示した通り、
入射角１０°～６０°の範囲において正反射の明度（Ｌ＊）は７５０以上の高い値を示し
ている。
【００６２】
　図３に実施例１の潜像要素群（５）を示す。基画像（７）は、１０ｍｍ×１０ｍｍの大
きさであり、これを高さ（Ｈ）１０ｍｍ×幅（Ｗ２）３ｍｍのフレーム（８）によって、
フレーム（８）の内部に含まれた基画像を取りだした後、幅方向に対して１／１０に圧縮
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して画線幅（Ｗ３）０．３ｍｍ（情報が付与されていない空白部分も含む）の潜像要素（
９）とし、ピッチ（Ｐ２）０．４ｍｍで連続して第一の方向（図中Ｓ１方向）に配置する
ことで潜像要素群（５）を作製した。この潜像要素群（５）は、灰色のＵＶオフセットイ
ンキ（ＢＥＳＴ　ＣＵＲＥ　ＵＶ　Ｌ　特練マットグレー、Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ（株））を
用いて、ＵＶオフセット印刷で、蒲鉾状要素群（４）の上に重ねて形成し、実施例１の潜
像印刷物（１）を得た。蒲鉾状要素群（４）と潜像要素群（５）は、蒲鉾状要素群（４）
を形成している蒲鉾状要素（６）の中心と、潜像画線群（５）を形成している潜像要素（
９）の中心が一致するように重ねた。
【００６３】
（実施例２～実施例５）
　実施例２から実施例５は、光反射領域（３）の光反射性を調整するために、実施例１の
光反射領域上に、透明ＵＶオフセットインキを、ＵＶオフセット印刷方式を用いて塗布し
て使用した例である。
【００６４】
　透明ＵＶオフセットインキに使用するＵＶワニスは、５５重量％の二官能エポキシアク
リレート（ビスコート＃５４０、大阪有機化学工業（株））、３７重量％の多官能アクリ
レートモノマー（ＫＡＹＡＲＡＤ　Ｒ－７１２、日本化薬（株））及び８重量％の光重合
開始剤（Ｉｒｕｇａｃｕｒｅ９０７、ＢＡＳＦ社）を加熱かくはんすることにより作製し
た。７５重量％の作製したＵＶワニス及び２５重量％の硫酸バリウム顔料（沈降性硫酸バ
リウム、堺化学工業（株））を混合することによりインキ化し、実施例２では、インキに
対して１重量％のＰＴＦＥワックス（ＳＳＴ－４、Ｓｈａｍｒｏｃｋ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｉｅｓ　Ｉｎｃ．）を分散することにより透明ＵＶオフセットインキとした。
【００６５】
　また、実施例３から実施例５の潜像印刷物の光反射領域（３）の光反射性を調整するた
めに、インキ化したインキに対して、ＰＴＦＥワックスを実施例３では２重量％、実施例
４では３重量％、実施例５では４重量％分散させた透明ＵＶオフセットインキを用いた。
その他の作製方法は実施例１と同様である。
【００６６】
（比較例１）
　比較例１は、実施例１に対して、光反射領域（３）を有さない例であり、蒲鉾状要素群
（５）は、基材（２）である白色コート紙（エスプリコートＦＭ、日本製紙（株））の上
に形成されており、その他の作製方法は実施例１と同様である。
【００６７】
（比較例２～比較例５）
　比較例２から比較例５は、実施例５に対して、ＰＴＦＥワックスの配合量を増やしたも
のであり、比較例２では８重量％、比較例３では７重量％、比較例４では６重量％、比較
例５では５重量％分散させた透明ＵＶオフセットインキを用いた。その他の作製方法は実
施例１と同様である。
【００６８】
　以上の手順で作製した実施例１～実施例５及び比較例１～比較例５の潜像印刷物の効果
について、図４及び図５を用いて説明する。観察者が潜像印刷物を拡散反射光下で観察し
た場合、基材上に図４に示す潜像要素群（５）が視認される。一方、観察者が潜像印刷物
を正反射光下で観察した場合、図５（ａ）、図５（ｂ）及び図５（ｃ）に示すような潜像
画像（１０）が視認される。出現する潜像画像（１０）は、基画像と同じ大きさの１０ｍ
ｍ×１０ｍｍであり、また、基画像を示す部分は黒色で、それ以外の部分は鮮やかに光っ
て見える。
【００６９】
　また、観察する視点をわずかに変えることで、図５（ａ）に示す視点では、蒲鉾状要素
群（４）上の中央やや右よりに存在していた潜像画像（１０）が、図５（ｂ）に示す視点
では中央よりに、図５（ｃ）に示す視点ではやや左よりに位相が変化して観察される。こ
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の潜像画像（１０）の動きは連続的であり、また右眼と左眼では、画像の位置が異なって
見えるために、両眼視差に起因する立体感が生じる。本発明においては、右眼が図５（ｃ
）の画像を見ている場合、左眼は図５（ｂ）の画像を見ている状態となることから、潜像
画像（１０）は基材表面より手前側に飛び出しているように観察される。
【００７０】
　次に、図１４、図１５及び表１を用いて、各実施例及び各比較例の潜像画像の視認性に
ついて説明する。
【００７１】
　表１は、各実施例及び各比較例の潜像画像の視認性を示した表である。画像の観察は一
般的な白色蛍光灯を備えた室内において、目視により行った。評価は、比較例１の潜像画
像の視認性を基準として、比較例１よりも劣るものを×、同等のものを△、優れるものを
○、極めて優れるものを◎とした。
【００７２】
【表１】

【００７３】
　その結果、表１に示すように、実施例１は比較例１よりも視認性が極めて優れ、実施例
２から実施例５は比較例１よりも視認性が優れるという結果が得られた。
【００７４】
　表１に示した視認性の違いを、図１５を用いて説明する。図１５は、実施例５の光反射
領域上における蒲鉾状要素（６）の正反射の明度（Ｌ＊）及び比較例１の基材上における
蒲鉾状要素（６）の正反射の明度（Ｌ＊）を示した図である。図１５に示すように、入射
角１０°～６０°の範囲において、正反射の明度（Ｌ＊）は実施例５のほうが比較例１よ
りも高くなっている。これは、図１４に示す実施例５と比較例１の正反射の明度（Ｌ＊）
の差が、蒲鉾状要素（６）の正反射の明度（Ｌ＊）の差に反映されたものと考えられる。
また、入射角１０°～６０°の範囲において、正反射の明度の最高値と最低値の差は、実
施例５は１０３であるのに対して、比較例１は２１８であった。
【００７５】
　前述したように、潜像画像の視認性は、潜像要素群と蒲鉾状要素群の正反射の明度（Ｌ
＊）の差により決定されるため、蒲鉾状要素の正反射の明度（Ｌ＊）が高いほうが、潜像
画像の視認性が高くなる。また、蒲鉾状要素の正反射の明度（Ｌ＊）が入射角に依存しな
いで一定のほうが、光源である蛍光灯の位置と潜像印刷物の位置関係等の観察環境に依存
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しなくなるため、潜像画像が観察し易くなる。すなわち、実施例１から実施例５の光反射
領域（３）を備える潜像印刷物（１）は、紙基材の上に、蒲鉾状要素群と潜像要素群を形
成した比較例１の潜像印刷物に対して、同じ光源に対して、正反射の明度（Ｌ＊）が高い
ことから、潜像画像の視認性が向上しており、光源と潜像印刷物の位置関係に依存するこ
となく、潜像画像が視認できるものとなった。
【符号の説明】
【００７６】
１　潜像印刷物
２　基材
３　光反射領域
３Ａ　光反射層
４　蒲鉾状要素群
５　潜像要素群
６　蒲鉾状要素
７　基画像
８　フレーム
９、９ａ、９ｂ　潜像要素
１０　潜像画像
１１　光源
１２　観察点
１３ａ、１３ｂ　光源からの光
１４　蒲鉾状要素へ入射した光
１５　光反射領域で反射された光
１６ａ、１６ｂ　蒲鉾状要素からの光
１００　従来の潜像印刷物
【図１】 【図２】



(14) JP 6361977 B2 2018.7.25

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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